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○ 県道さいたま武蔵丘陵森林公園自転車道線の供用の開始（川越県土整備事務所） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（越谷建築安全センター） 

○ 長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度

額を定める告示（保健体育課） 

 

 



 埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和２年３月13日 

埼玉県公安委員会委員長 野 瀬 清 喜 

埼玉県公安委員会規則第２号 

埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

埼玉県道路交通法施行細則（昭和41年埼玉県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改

正する。 

第11条第１項中「２通」を削り、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項の選任の届出書には、次の各号に掲げる者の別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書

類を添付するものとする。  

(1) 安全運転管理者 

ア 選任された者の住民票の抄本又は運転免許証等（選任された者が本人であることを確

認するに足りる公的機関が発行した書類で氏名、生年月日及び住所が確認できるものに

限る。）の写し（以下これらをこの項において「本人確認書類等」という。） 

イ 選任された者の運転管理経歴を証明する書類（公安委員会が行う教習を修了した者に

あっては修了証書の写し。以下この項において同じ。） 

ウ 自動車安全運転センター法（昭和50年法律第57号）第29条第１項第４号に規定する書

面で、選任された者の運転記録の証明に関する事項を記載したもの（以下この項におい

て「運転記録証明書」という。） 

(2) 副安全運転管理者 

ア 本人確認書類等 

イ 選任された者の運転管理経歴を証明する書類又は自動車安全運転センター法第29条第

１項第４号に規定する書面で、選任された者の運転免許に係る経歴の証明に関する事項

を記載したもの（以下この項において「運転免許経歴証明書」という。）（運転免許経

歴証明書を添付しようとする者が現に自動車の運転免許を受けているときは、その運転

免許証の写しをもって運転免許経歴証明書に代えることができる。この場合において、

前記アの本人確認書類等として運転免許証の写しを添付する者にあっては、このイの規

定に基づく運転免許証の添付は要しないものとする。） 

ウ 運転記録証明書 



 第11条第３項中「あつた」を「あった」に改め、同条第４項各号列記以外の部分中「あつた」

を「あった」に改め、同項第１号中「届出者の住所、名称若しくは氏名又は」を削る。 

別記様式第９及び別記様式第９の２を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の埼玉県道路交通法施行細則別記様式第９及

び別記様式第９の２による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
四
号 

 
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
一
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

り
、
川
口
市
か
ら
川
口
市
の
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
川
口
市
戸
塚
環
境
セ
ン
タ
ー
施
設
整
備

事
業
に
つ
い
て
環
境
影
響
評
価
準
備
書
の
提
出
が
あ
っ
た
。 

 

な
お
、
環
境
影
響
評
価
準
備
書
の
縦
覧
の
場
所
及
び
期
間
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

縦
覧
の
場
所 

 
 

埼
玉
県
環
境
部
環
境
政
策
課 

 
 

埼
玉
県
中
央
環
境
管
理
事
務
所 

 
 

埼
玉
県
越
谷
環
境
管
理
事
務
所 

 
 

川
口
市
環
境
部
環
境
施
設
課 

 
 

川
口
市
戸
塚
環
境
セ
ン
タ
ー 

 
 

さ
い
た
ま
市
環
境
局
環
境
共
生
部
環
境
対
策
課 

 
 

草
加
市
市
民
生
活
部
廃
棄
物
資
源
課 

 
 

越
谷
市
環
境
経
済
部
環
境
政
策
課 

 
 

越
谷
市
出
羽
地
区
セ
ン
タ
ー 

二 

縦
覧
の
期
間 

令
和
二
年
三
月
十
三
日
（
金
）
か
ら
令
和
二
年
四
月
十
三
日
（
月
）
ま
で
（
た
だ
し
、
日
曜

日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。
） 

  



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
五
号 

 
北
本
市
か
ら
北
本
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
六
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

玉
企
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
下
日
出
谷
三
百
十
六
―
二
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
有
限
会
社
玉
企
興
産 

代
表
取
締
役 
和
久
津
慶
治 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
下
日
出
谷
七
百
七
十
二
番
地 

 
 

 

（
変
更
後
）
有
限
会
社
玉
企
興
産 

代
表
取
締
役 

和
久
津
慶
治 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
下
日
出
谷
西
三
丁
目
九
番
地
一 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヨ
ー
ク
マ
ー
ト 

代
表
取
締
役 

川
上
達
郎 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八 

外
計
三
者 

 
 

 

（
変
更
後
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

多
田
高
志 

 
 

 
 

 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十
番
地 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
二
月
二
十
七
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
二
月
二
十
七
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
令
和
二
年
七
月
十
三
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 



 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 
意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
令
和
二
年
七
月
十
三
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
七
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

玉
企
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
下
日
出
谷
三
百
十
六
―
二
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 
一
二
〇
台 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

六
〇
台 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
十
月
二
十
八
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
二
月
二
十
七
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
令
和
二
年
七
月
十
三
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
令
和
二
年
七
月
十
三
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
八
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ラ
・
ヴ
ィ
ー
ニ
ュ
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
五
丁
目
二
番
六
十
号 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
日
本
ト
イ
ザ
ら
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

デ
ィ
ー
タ
ー
・
ハ
ー
ベ
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

神
奈
川
県
川
崎
市
幸
区
大
宮
町
千
三
百
十
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
与
野
フ
ー
ド
セ
ン
タ
ー 

代
表
取
締
役 
井
原 

實 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
大
字
下
落
合
千
二
十
七
番
地 

 
 

 

（
変
更
後
）
日
本
ト
イ
ザ
ら
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

ア
ン
ド
レ
・
ア
ー
チ
ー
・
ジ 

 
 

 
 

 
 

 
 

ェ
イ
ブ
ス 

 
 

 
 

 
 

 
 

神
奈
川
県
川
崎
市
幸
区
大
宮
町
千
三
百
十
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
与
野
フ
ー
ド
セ
ン
タ
ー 

代
表
取
締
役 

木
村
幸
治 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
大
字
下
落
合
千
二
十
七
番
地 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
元
年
十
一
月
三
十
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
令
和
二
年
七
月
十
三
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 



 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 
令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
令
和
二
年
七
月
十
三
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
九
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、

元
荒
川
上
流
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

職
名 

氏 

名 
 

 
 

 
住 

所 

 

理
事 

斎 

藤 

松 

司 
埼
玉
県
久
喜
市
菖
蒲
町
新
堀
二
千
四
百
六
十
八
番
地 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
号 

 
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の

で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

作
業
種
類 

 
 

基
本
測
量
（
電
子
国
土
基
本
図
（
地
図
情
報
）
修
正
、
国
土
広
域
情
報 

修
正
） 

二 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
全
域 

三 

作
業
期
間 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
一
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
上
流
河
川
事
務
所
か
ら
次
の
と
お

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
上
流
河
川
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
地
図
情
報
レ
ベ
ル
五
百
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
に
よ
る
河
川
測
量
）
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

鴻
巣
市
、
吉
見
町
、
北
本
市
、
桶
川
市
、
川
島
町
、
川
越
市
、
さ
い
た
ま
市
、
上
尾
市 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
日
か
ら
令
和
二
年
五
月
二
十
九
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
上
流
河
川
事
務
所
か
ら
次
の
と
お

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
上
流
河
川
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
深
、
河
川
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

荒
川
上
流
河
川
事
務
所
管
内 

 
 

都
幾
川
、
越
辺
川
、
高
麗
川
、
小
畔
川
、
入
間
川
（
川
越
市
、
川
島
町
、
坂
戸
市
、
毛
呂
山 

 
 

町
、
鳩
山
町
、
東
松
山
市
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
日
か
ら
令
和
二
年
五
月
二
十
九
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
上
流
河
川
事
務
所
か
ら
次
の
と
お

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
上
流
河
川
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
車
載
写
真
レ
ー
ザ
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

荒
川
上
流
管
内
（
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
西
区
大
字
植
田
谷
本
村
新
田
地
先
か
ら
東
京
都
板
橋 

 
 

区
新
河
岸
三
丁
目
地
先
ま
で
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
元
年
九
月
二
日
か
ら
令
和
二
年
六
月
三
十
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
号 

 
令
和
元
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
二
年
二
月
二
十
五

日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
号 

 
令
和
元
年
埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
二
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
さ
い
た
ま
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
号 

 
令
和
元
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
四
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
二
年
二
月
十
四
日
終

了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
川
口
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
七
号 

 
令
和
元
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
二
年
二
月
二
十
九

日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
江
戸
川
河
川
事
務
所
か
ら

通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
号 

 
河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令

第
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
水
辺
再
生
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

河
川
の
名
称 

 
 

荒
川
水
系
一
級
河
川
南
小
畔
川 

二 

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

三 

廃
川
敷
地
等
の
位
置 

 
 

川
越
市
大
字
笠
幡
字
賀
嘉
良
六
二
七
番
二
五
、
同
市
大
字
笠
幡
字
賀
嘉
良
六
二
七
番
二
六
、

同
市
大
字
笠
幡
字
台
田
六
一
九
番
一
四 

四 

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量 

 
 

土
地 

 
 

二
七
二
・
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
九
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計

画
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。 な

お
、
事
業
地
の
一
部
に
つ
い
て
、
都
市
計
画
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土

地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
認
可
後
の
収
用
又
は
使
用
の
手
続
が
保
留
さ
れ
る
の
で
、
都
市
計
画
法
第
七
十
二
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
併
せ
て
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

首
都
高
速
道
路
株
式
会
社 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

さ
い
た
ま
都
市
計
画
道
路
事
業
三･

一･

四
号
新
大
宮
バ
イ
パ
ス
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
円
阿
弥
一
丁
目
、
円
阿
弥
三
丁
目
、
円
阿
弥
六
丁
目
、
円
阿 

 
 

 

弥
七
丁
目
、
本
町
西
四
丁
目
、
本
町
西
五
丁
目
、
本
町
西
六
丁
目
及
び
本
町
東
六
丁
目
並 

 
 

 

び
に
大
宮
区
上
小
町
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 

五 

収
用
又
は
使
用
の
手
続
が
保
留
さ
れ
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
円
阿
弥
一
丁
目
、
円
阿
弥
三
丁
目
、
円
阿
弥
六
丁
目
、
円
阿 

 
 

 

弥
七
丁
目
、
本
町
西
四
丁
目
、
本
町
西
五
丁
目
、
本
町
西
六
丁
目
及
び
本
町
東
六
丁
目
並 

 
 

 

び
に
大
宮
区
上
小
町
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計

画
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。 な

お
、
事
業
地
の
一
部
に
つ
い
て
、
都
市
計
画
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土

地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
認
可
後
の
収
用
又
は
使
用
の
手
続
が
保
留
さ
れ
る
の
で
、
都
市
計
画
法
第
七
十
二
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
併
せ
て
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

首
都
高
速
道
路
株
式
会
社 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

さ
い
た
ま
都
市
計
画
道
路
事
業
一･

四･

二
号
高
速
埼
玉
中
央
道
路
及
び
上
尾
都
市
計
画
道
路 

 
 

事
業
一･

四･

一
号
高
速
埼
玉
中
央
道
路 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
円
阿
弥
一
丁
目
、
円
阿
弥
三
丁
目
、
円
阿
弥
六
丁
目
、
円
阿 

 
 

 

弥
七
丁
目
、
本
町
西
五
丁
目
、
本
町
西
六
丁
目
及
び
本
町
東
六
丁
目
、
大
宮
区
上
小
町
、 

 
 

 

三
橋
二
丁
目
、
三
橋
三
丁
目
及
び
三
橋
四
丁
目
並
び
に
西
区
三
橋
五
丁
目
、
三
橋
六
丁
目
、 

 
 

 

宮
前
町
、
大
字
内
野
本
郷
字
上
野
原
、
大
字
清
河
寺
字
東
谷
、
北
原
、
大
字
西
新
井
字
本 

 
 

 

村
前
、
西
久
保
及
び
堤
崎
前
並
び
に
埼
玉
県
上
尾
市
大
字
堤
崎
字
柳
田
、
前
谷
、
西
谷
、 

 
 

 

後
谷
及
び
大
字
地
頭
方
字
東
谷
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
三
橋
二
丁
目
並
び
に
西
区
三
橋
五
丁
目
及
び
宮
前
町
地
内 

五 

収
用
又
は
使
用
の
手
続
が
保
留
さ
れ
る
事
業
地
の
範
囲 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
円
阿
弥
一
丁
目
、
円
阿
弥
三
丁
目
、
円
阿
弥
六
丁
目
、
円
阿 

 
 

 

弥
七
丁
目
、
本
町
西
五
丁
目
、
本
町
西
六
丁
目
及
び
本
町
東
六
丁
目
、
大
宮
区
上
小
町
、 

 
 

 

三
橋
二
丁
目
、
三
橋
三
丁
目
及
び
三
橋
四
丁
目
並
び
に
西
区
三
橋
五
丁
目
、
三
橋
六
丁
目 

 
 

 

及
び
宮
前
町
地
内 



 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
三
橋
二
丁
目
並
び
に
西
区
三
橋
五
丁
目
地
内 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
一
号 

 
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第

一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

鴻
巣
駅
東
口
駅
通
り
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
鴻
巣
市
本
町
一
丁
目
の
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
鴻
巣
市
本
町
一
丁
目
七
番
一
号 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日 

六 

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
二
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十

七
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号
で
告
示
し
た
上
尾
都
市
計
画
公
園
事
業
（
伊
奈
町
施
行
）
の

事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
年
九
月
十
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
大
字
羽
貫
字
寺
下
及
び
字 

 
 

 

谷
畑
並
び
に
大
字
小
針
内
宿
字
内
谷
地
内
の
一
部
並
び
に
大
字
羽
貫
字
八
幡
谷
地
内
を
削 

 
 

 

る
。 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
三
号 

 
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
処

分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
聴
聞
を
次
の
と
お
り
公
開
で
行
う
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

聴
聞
の
日
時
及
び
被
聴
聞
者 

二 

聴
聞
の
場
所 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
二
番
二
十
四
号 

 
 

埼
玉
教
育
会
館
三
○
五
会
議
室 

令
和
二
年
三
月

二
十
三
日
午
後

三
時
三
十
分 

 

聴

聞

の

日

時 

む
さ
し
野
住
宅 

 

被
聴
聞
者
の
商 

号
又
は
名
称 

平
岡 
實 

被
聴
聞
者
の
氏
名
（
法

人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名
） 

埼
玉
県
久
喜
市
菖
蒲
町

三
箇
八
百
三
十
四
番
地

八 被
聴
聞
者
の
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
四
号 

 
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
処

分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
聴
聞
を
次
の
と
お
り
公
開
で
行
う
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

聴
聞
の
日
時
及
び
被
聴
聞
者 

二 

聴
聞
の
場
所 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
二
番
二
十
四
号 

 
 

埼
玉
教
育
会
館
三
〇
五
会
議
室 

令
和
二
年
三
月

二
十
三
日
午
後

一
時
三
十
分 

 

聴

聞

の

日

時 

株
式
会
社 

大
勇
ホ
ー
ム 

 

被
聴
聞
者
の
商 

号
又
は
名
称 

吉
岡
辰
起 

被
聴
聞
者
の
氏
名
（
法

人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名
） 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑

区
東
浦
和
四
丁
目
二
十

七
番
十
号 

被
聴
聞
者
の
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
五
号 

 
深
谷
市
か
ら
深
谷
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
下
水
道
局
下
水
道
事
業
課
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
六
号 

 
深
谷
市
か
ら
寄
居
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
下
水
道
局
下
水
道
事
業
課
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

相 

原 

秀 

行 

 

 

 

 



 

   

一
般
国
道
二
百
五
十
四
号 

  

路 
 

線 
 

名 

朝
霞
市
大
字
台
字
久
田
二
五
七
番
一
地
先
か

ら
同
市
大
字
下
内
間
木
字
散
在
一
四
七
八
番

一
地
先
ま
で 

 

供
用
開
始
の
区
間 

 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平

成

二

十

四

年

十

一

月
三
十
日
付
け
埼
玉
県

朝

霞

県

土

整

備

事

務

所

長

告

示

第

十

七

号

で
告
示
し
た
道
路
予
定

区
域
の
一
部
供
用
開
始

で
あ
る
。 

延
長
一
二
〇
〇
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル 

        

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

磯 

田 

和 

彦 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

さ
い
た
ま
武
蔵
丘
陵
森
林
公
園
自
転
車
道
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

 



 
新
Ｂ 

旧
Ａ 

旧
新
別 

 

川
越
市
大
字
古
谷
本
郷
上
組
字
川
袋 

 

一
○
八
四
番
二
地
先
か
ら
同
市
大
字 

 

中
老
袋
字
笹
井
一
八
七
番
地
先
ま
で 

 

区 
 

 

間 

二
・
○
○
～ 

二
○
・
○
○ 

三
・
○
○
～ 

 
 

 

六
・
八
○ 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

四
三
五
五
・
○
○ 

三
二
八
三
・
四
○ 

延 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

国
土
交
通
省
に
よ
る
荒

川
第
二
・
三
調
節
池
事

業
に
伴
う
対
岸
堤
（
荒
川

右
岸
堤
防
）
整
備
事
業

に
よ
る
。 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

磯 

田 

和 

彦 
 

 
 

 



 

 

さ
い
た
ま
武
蔵
丘
陵 

森
林
公
園
自
転
車
道
線 

 
 

  

路 
 

線 
 

名 

 

川
越
市
大
字
古
谷
上
字
蔵
根
六
○
五
五
番
一

地
先
か
ら
同
市
大
字
中
老
袋
字
田
島
二
八
九
番

三
地
先
ま
で 

 
 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

午
前
十
時 

供
用
開
始
の
期
日 

 

国
土
交
通
省
に
よ
る
荒
川
第

二
・
三
調
節
池
事
業
に
伴
う
対
岸

堤
（
荒
川
右
岸
堤
防
）
整
備
事
業

に
よ
る
。 

延
長
二
三
七
五
・
○
○
メ
ー
ト
ル 

 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
四
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

平 

野 
 

 

隆 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
〇
一
〇
一
二
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
日 

 
 

越
建
セ
第
四
九
二
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
須
賀
字
宮
前
九
百
八
十
六
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
東
越
谷
四
丁
目
二
十
九
番
地
十
五 

Ａ
一
〇
三 

 
 

近
藤 

陽
介 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
七
号 

 
埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例 

（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
号
）
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
療
養
者
の
休

業
補
償
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
の
最
低
限
度
額
及
び

最
高
限
度
額
と
し
て
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
定
め
る
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年
齢
階

層
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
額
及
び
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
し
、

令
和
二
年
三
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

平
成
三
十
年
埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
十
七
号
（
長
期
療
養
者
の
休
業
補
償
及
び
年
金
た
る
補
償

に
係
る
補
償
基
礎
額
の
最
低
限
度
額
及
び
最
高
限
度
額
を
定
め
る
告
示
）
は
、
令
和
二
年
三
月
十

二
日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

 

こ
の
告
示
の
最
低
限
度
額
及
び
最
高
限
度
額
に
関
す
る
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以

後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
長
期
療
養
者
の
休
業
補
償
及
び
年
金
た
る
補
償
並
び
に
同
日
前

に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
年
金
た
る
補
償
で
同
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
支
給
す
べ
き
も
の

に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
最
低
限
度

額
及
び
最
高
限
度
額
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
告
示
中
「
一
四
、
二
四
九
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
四
、

二
五
五
円
」
と
、
「
一
七
、
二
八
五
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
七
、
三
五
三
円
」
と
、
「
一
九
、
〇
五

二
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
九
、
二
八
六
円
」
と
、「
二
三
、
三
〇
四
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
三
、
九

〇
五
円
」
と
、
「
二
五
、
二
三
二
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
五
、
二
五
七
円
」
と
、
「
二
四
、
七
九
七

円
」
と
あ
る
の
は
「
二
四
、
八
五
九
円
」
と
、「
一
四
、
九
九
七
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
五
、
二
九

一
円
」
と
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 
 

 
 

      

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満 

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満 

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満 

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満 

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満 

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満 

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満 

二
十
五
歳
未
満 

年
齢
階
層 

六
、
四
二
四
円 

六
、
九
一
三
円 

七
、
〇
八
六
円 

 

七
、
〇
四
二
円 

六
、
七
六
〇
円 

六
、
三
八
九
円 

六
、
〇
一
〇
円 

 

五
、
四
八
四
円 

最
低
限
度
額 

二
四
、
七
九
七
円 

二
五
、
二
三
二
円 

二
三
、
三
〇
四
円 

二
一
、
三
九
九
円 

一
九
、
〇
五
二
円 

一
七
、
二
八
五
円 

一
四
、
二
四
九
円 

一
三
、
二
八
五
円 

最
高
限
度
額 



   

七
十
歳
以
上 

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満 

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満 

三
、
九
六
〇
円 

 

三
、
九
六
〇
円 

五
、
二
二
一
円 

一
三
、
二
八
五
円 

一
四
、
九
九
七
円 

一
九
、
七
六
九
円 
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